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環境省環境再生・資源循環局     

廃棄物適正処理推進課長   

水・大気環境局        

水環境課海洋環境室長   
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漂流ごみ等の処理体制構築等について（通知） 

 

 一般廃棄物処理行政及び海岸漂着物対策の推進については、かねてより種々御尽力、

御協力いただいているところである。 

 さて、近年、我が国の海岸に、国内外から大量の漂着物が押し寄せ、生態系を含む海

岸の環境の悪化、海岸機能の低下、漁業への影響等の被害が生じている。また、我が国

の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物（以下

「漂流ごみ等」という。）が船舶の航行の障害や漁業操業の支障となっており、海洋の

環境に深刻な影響を及ぼしており、対策が急務となっている。この問題の解決に向けて

は、世界全体で取り組んでいく必要があり、我が国でも、個人・NGO・企業・研究機関

・行政等の幅広い主体が、連携協働して取組を進めていくことが重要である。こうした

情勢に鑑み、議員立法により平成３０年６月に改正された「美しく豊かな自然を保護す

るための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等

の処理等の推進に関する法律」（平成２１年法律第８２号。以下「海岸漂着物処理推進

法」という。）では、漂流ごみ等が新たに法の対象となり、本年５月31日にその変更が

閣議決定された新たな「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な

方針」では、漂流ごみ等の円滑な処理の推進について、我が国の陸域に隣接する海域で

ある沿岸海域において、漂流ごみ等が、地域住民の生活に影響を及ぼす場合や、漁業や

観光業などの経済活動に支障を及ぼしている場合には、国や地方公共団体等が連携・協

力を図りつつ、日常的に海域を利用する漁業者等の協力を得るなどして、処理の推進を

図るよう努める旨が規定された。また、同じく本年５月31日に、「プラスチック資源循
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環戦略」が決定されるとともに、関係閣僚会議により、我が国が「新たな汚染を生み出

さない世界」の実現を目指し、率先して取り組むための具体的な取組として「海洋プラ

スチックごみ対策アクションプラン」が策定された。同アクションプランにおいては、

廃棄物処理制度等による適正処理の徹底、ポイ捨て・不法投棄・非意図的な海洋流出防

止、散乱・漂着ごみの回収、イノベーションによる代替素材への転換、途上国支援、実

態把握などの多岐にわたる取組が取りまとめられた。海洋に流出した海洋プラスチック

ごみの回収については、漁業者が操業時に回収した海洋ごみについて、漁業者への負担

に配慮してその持ち帰りを促進するため、環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」

による補助金等を活用して都道府県及び市町村が連携し、市町村の処理施設の活用も含

めた処理を推進することなどが規定された。詳細については、本基本方針、本戦略及び

本アクションプラン並びに「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本

的な方針の変更並びにプラスチック資源循環戦略及び海洋プラスチックごみ対策アク

ションプランの策定について」（令和元年５月31日付け環境省水・大気環境局・環境再

生・資源循環局事務連絡）を参照いただきたい。 

 

こうした状況を踏まえ、都道府県及び市町村、漁業関係団体等の主体が協力し、認識

を共有した上で、漂流ごみ等の回収・処理のあり方について検討し、処理体制の構築を

進めることが重要である。そのため、漁業者が操業時に回収した漂流ごみ等について、

環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」による補助金の活用及び市町村の処理施設

等を活用した処理など、地域の実情に応じた処理体制を構築することが効率的・効果的

な対策の一つである。また、この検討に当たっては、例えば、海岸漂着物処理推進法に

基づき都道府県が設置する海岸漂着物対策推進協議会への市町村及び漁業関係団体等

の参画を得て、漂流ごみ等の回収・処理のあり方の検討を進めること、必要に応じて都

道府県地域計画へ反映することも考えられる。 

 貴職におかれては、海洋環境の保全及び地域住民の生活環境の保全の取組として、上

記を念頭に貴管内市町村及び漁業関係団体等と連携し、回収された漂流ごみ等の処理体

制の構築の推進を御検討いただくとともに、本通知の内容について、貴管内市町村に対

し周知をお願いする。また、市町村におかれては、市町村の処理施設の活用も含めた漂

流ごみ等の処理について、積極的に検討されたい。こうした際には、都道府県及び市町

村が連携しつつ、必要に応じた海岸漂着物対策推進協議会への参画や、都道府県地域計

画と廃棄物処理計画との整合を考慮していただきたい。 

なお、水産庁より都道府県水産部局及び全国漁業協同組合連合会、一般社団法人大日

本水産会に対して、「漂流ごみ等の回収・処理の推進等について」（令和元年６月４日

付け元水推第１６０号発水産庁増殖推進部漁場資源課長通知）が発出されていることを

申し添える。 




